
今後の再発防止策 

 

                                                     平成２０年２月２２日 

                                                  厚 生 労 働 省 

 

１．食品に由来する健康被害等に関する情報収集システムの改善 

 

（１）既存システムの徹底 

    ○ 輸入食品原因事案、疑い事例についての報告義務 

 

     ※ 今回の事案の保健所からの情報発信の問題は、 

        ・ 自治体において、犯罪性の観点からの調査が先行したため、厚生労働省へ

の情報提供に遅れが生じた 

        ・ 本人から保健所に対して、直接通報があったにもかかわらず、疑い事例に

ついて報告が行われなかった 

        という点 

 

→ 都道府県等に対し、輸入食品原因事案、疑い事例については、犯罪性の有無にか

かわらず、速やかに厚生労働省に報告するよう通知（２月１日） 

 → 全国食品衛生主管課長会議においても、輸入食品原因事案、疑い事例の厚生労働

省への速やかな報告について要請（２月１４日） 

 

（２）食品衛生法に基づく届出・速報対象の拡大 

    ○ 都道府県知事等から厚生労働省への速報対象の追加 

      ・ 重篤な有害事象の発生 

      ・ 病因物質（現行規定は９種類の細菌）に化学物質を追加 

 

※ 今回の事案については、現行の速報対象である「輸入食品に起因する場合」

に加え、上記の２項目を追加することにより、いずれかが見逃されたとしても

速報対象に該当することとなる。 

 

→ 食品衛生法施行規則第７３条及び別表第１７を改正（別添） 
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（３）情報共有システムの改善 

○ 個別発生事例の情報を関係者が共有し、２例目以降との共通事項を早期に把握

（今回のような特異な事例については、注意喚起）。 

 

※ 今回の事案については、他の自治体での事案の発生状況が共有されていなか

った点が問題 

 

→ 食品保健総合情報処理システムを活用し、情報交換の迅速化と情報共有 
 

     食品保健総合情報システム：厚生労働省、国立感染症研究所、国立医薬品食品衛生研

究所、地方自治体本庁、保健所等を厚生労働行政総合情報システム(WISH)のネットワー

クを使用してオンラインで結び、食中毒情報等の情報交換の迅速化と情報共有を図るも

の 

 

（４）事業者による問題把握の強化 

    ○  苦情等の情報を集約するシステムの導入を指導 

    ○ 上記情報の行政機関への報告 

 

→ 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」（注）にお

いて、食品等事業者が食品等に関する消費者からの健康被害や食品衛生法に違反す

る食品等に関する情報について、保健所等へ速やかに報告する旨を規定 

（注）食品衛生法第５０条第２項に基づき都道府県、指定都市及び中核市が営業施設の衛生管

理上講ずべき措置を条例で定める場合の技術的助言 

 

２．輸入加工食品に関する安全性確保 

 

（１）輸出国政府への対応 

  ○ 我が国政府として、政府・事業者に対し、管理の強化及び管理状況の確認の要

請 

   

→ 二国間協議 

→ 検証のための我が国の査察体制の強化 

 

（２）輸入者の対応 

  ○ 輸入者自身が輸入する食品の輸出国段階の管理の強化 

       

  



→ 内閣府・厚生労働省・農林水産省の３府省により関係団体に有毒有害物質の混入

防止対策の確認を要請（２月１日） 

→ 厚生労働省がガイドライン（指導基準）を策定し、輸入業者を指導 

 

（３）監視体制の強化 

  ○ 食品衛生監視員の増員、検査機器の整備等を通じ、輸入食品の監視体制を強化 
  ○ 加工食品についての残留農薬検査の対象の拡大 
 
→ 技術的観点等で実行可能となったものから順次実施 

 

（４）試験法の検討・開発 

○ ガイドライン（指導基準）に基づく輸入者の自主管理及び検疫所における監視強化に

資するよう国立医薬品食品衛生研究所において加工食品の残留農薬に係る試験法に

ついて検討・開発 

  

→ 今月中に試験法に係る検討会を設置し、検討を開始 

 


